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長野市障害者相談支援体制　（平成30年度～）
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長野市北部地域

長野市南部地域

長野市障害者相談支援体制の見直し（令和元年7月～試行）
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〇障害者総合支援法 〇障害者総合支援法
　・障害者相談支援事業及び機能強化事業 　・障害者相談支援事業及び機能強化事業
　・市内の事業所等の資源を活用した地域生活 　・市内の事業所等の資源を活用した地域生活
　　支援拠点等の機能 　　支援拠点等の機能　

　・長野市障害ふくしネット事務局業務
〇児童福祉法 〇児童福祉法
　・障害児通所支援に向けた発達相談支援 　・障害児通所支援に向けた発達相談支援
　　（18歳までのこどもに関する相談） 　　（18歳までのこどもに関する相談）
〇担当地域　長野市北部（七二会、小田切、 〇担当地域　長野市南部及び七二会、小田切、
　　安茂里、大豆島を除く） 　　安茂里、大豆島

長野市障害者相談支援体制　（令和３年度から実施）

専門員
１３名

管理者（非常勤・兼務）+専門員６名

もんぜんぷら座
管理者（非常勤・兼務）+専門員５名

ハーモニー桃の郷
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障害者地域移行コーディネートセンター 専門員１人（常勤・兼務）

障害者権利擁護サポートセンター（虐待防止、差別解消） 専門員１人

長野市障害者相談支援センター

基幹相談支援センターは令和４年度以降の設置を目指し受注体制も合わせて継続協議とする



長野市障害者相談支援体制（案）　（令和４年度から実施予定）

指定相談支援事業所（特定・一般・児童）
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<第２層> <第２層>

① 総合的・専門的な相談の実施

⑥ 権利擁護・虐待の防止

<第３層>

① 総合的・専門的な相談の実施

⑥ 権利擁護・虐待の防止

<第３層>

① 総合的・専門的な相談の実施（3障害対応の相談、専門的（困難事例）相談支援の実施）

② 地域の相談支援体制強化の取組（ふくしネット事務局業務）

③ 地域の相談支援事業者への専門的な指導助言、人材育成（研修会の企画運営、利用計画の点検評価）

④ 地域の相談機関との連携強化（相談支援事業者・民生委員・介護支援専門員・各障害者相談員・保健・医療・教育・就労等の各種相談機関）

⑤ 地域移行・地域定着の促進の取組（障害者入所施設、精神科病院への普及活動、体制整備のためのコーディネート
地域移行コーディネートセンター業務）

⑥ 権利擁護・虐待の防止（成年後見制度の啓発、虐待防止の啓発活動及び虐待防止センターとの連携

障害者差別解消の普及啓発、権利擁護サポートセンター（虐待・差別解消）業務）
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● 基本相談支援

● 計画相談支援等 ・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援

① 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）

② 社会資源を活用するための支援（各種支援施策に
関する助言・指導）

③ 社会生活力を高めるための支援

④ ピアカウンセリング
⑤ 権利擁護のために必要な援助

⑥ 専門機関の紹介
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① 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）

② 社会資源を活用するための支援（各種支援施策に
関する助言・指導）

③ 社会生活力を高めるための支援

④ ピアカウンセリング

⑤ 権利擁護のために必要な援助

⑥ 専門機関の紹介
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基幹相談支援センターは障害のある人が安心して暮ら

していけるよう相談支援事業所や相談支援センター及

び関係機関と連携し地域における相談支援の中核的な

役割を担います
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